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第１章

本県農林業・農山村を取り巻く情勢

前計画「新ながさき農林業・農山村活性化計画」の展開

本県では、平成２８年３月に農林行政の基本指針となる「新ながさき農林業・農
山村活性化計画」を策定し、生産・流通・販売対策を軸としたしっかり稼ぐ仕組
みを構築し、農林業・農山村全体の所得向上を図ることで、人を呼び込み、地域
がにぎわう社会の実現を目指し、令和２年度までその方向に沿った施策を講じて
きました。

農林業・農山村の現状

農業者

本県の販売農家※１戸数は、平成２７年には２１，３０４
戸と、この１０年間で２５％減少しており、このまま
減少が続けば、令和７年には１６，９００戸、令和１２年
には１４，９００戸まで３０％減少すると予測されます。

農業就業人口※２は、平成２７年には３４，４４０人と、
この１０年間で３５％減少しており、このまま減少が
続けば、令和２２年（２０４０年）には、１２，７２１人と平
成２７年の６３％減と大きく減少し、７５歳以上の割合
も３７％と高齢化が大きく進展すると予測されます。

●農業就業人口の推移と予測

出典：農林業センサス、県農政課試算

●販売農家・主業農家の推移と予測

出典：農林業センサス、県農政課試算
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認定農業者※３数は令和元年度末には５，４３１経営体と、ピーク
時の平成２２年度比で約１，０００経営体が減少しています。

新規就農・就業者数は、Ｕターン
就農者や新規参入者の増加に伴い、
増加傾向で推移しています。自営就
農者及び法人経営等への雇用就業者
と合わせて、平成２８年度から令和元
年度の平均で約５２０名確保しており、
平成１６年度から１９年度の平均と比較
すると３倍増となっています。
しかしながら、農家数の減少と高

齢化が加速化している現状を踏まえ
れば、更なる就業者の確保が必要で
す。

Ｈ２４～Ｈ２６
平均 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元

実
績
値
（
人
）

新規学卒就農者 ４５ ４８ ４０ ３６ ３１

Ｕターン就農者（農家出身） ９４ １１８ １３４ １１２ １０７

Ｉターン者＋非農家出身の
Ｕターン者 ３９ ４１ ６９ ８４ ７２

合 計 １７８ ２０７ ２４３ ２３２ ２１０

●就農ルート別新規自営就農者数の推移

※１ 販売農家 経営耕地面積が３０ａ以上または
農産物販売金額が年間５０万円以上の農家。

※２ 農業就業人口 １５歳以上の世帯員のうち、
自営農業のみに従事した者または自営農業
とその他の仕事の両方に従事した者のうち
自営農業が主の者。

※３ 認定農業者 農業経営基盤強化促進法に基
づき、効率的で安定した魅力ある農業経営
に向けた５年後の経営目標を記した農業経
営改善計画を作成し、市町村、県または国
から認定を受けた農業者。

※４ 新規自営就農者・新規雇用就業者
新規自営就農者：新たに自らが農業経営を
開始した者。
新規雇用就業者：農業法人等に就職し、新
たに農業に就業した者。

出典：県農業経営課調べ

●新規自営就農者・新規雇用就業者※４の推移

出典：県農業経営課調べ

●認定農業者数の推移

出典：県農業経営課調べ
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●耕地面積の推移

出典：耕地及び作付面積統計

耕 地※１

耕地面積はこの１０年間で８％、この２０年間で１４％減少と年々減少しており、
特にこの５年間では７％と急激に減少しています。
田畑別に見ると、特に田の減少率が高くなっています。

販売農家の経営耕地※２面積は、農
家数の減少に伴い年々減少し、平成
２７年には２８，２８５haと平成１７年比で
１３％減少しています。
一方、１戸当たりの経営耕地面積

は平成２７年で１．３３ha／戸と年々増
加していますが、経営耕地面積の減
少に歯止めをかけるまでには至って
いません。
今後リタイヤする農家の経営耕地

を次代の担い手へ円滑に継承・集積
していく必要があります。

●販売農家の戸数と経営耕地面積の推移と予測

出典：農林業センサス、県農政課試算

Ｈ１２ Ｈ１７ Ｈ２２ Ｈ２７ Ｒ２（予測） Ｒ７（予測） Ｒ１２（予測）

経営耕地面積（ha） ３５，８９８ ３２，５９５ ３１，０１０ ２８，２８５ ２６，６００ ２５，１００ ２３，７００

販売農家戸数（戸） ３３，０５５ ２８，５４４ ２４，８８７ ２１，３０４ １９，２００ １６，９００ １４，９００

１戸当たり面積（ha） １．０９ １．１４ １．２５ １．３３ １．３９ １．４９ １．５９

５ヵ年増加面積（ha） － ０．０６ ０．１０ ０．０８ ０．０６ ０．１０ ０．１１

●販売農家１戸当たり経営耕地面積の推移等

出典：農林業センサス、県農政課試算
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経営耕地面積は、近年のすう勢で更なる減少が見込まれるため、再生利用が可能な荒廃農地に関しては、必要
な条件整備をした上で、農地として活用していく必要があります。
また、人・農地プラン※３の実質化や作付計画との連動を通じ、集落の合意に基づき、農地中間管理事業※４等を
活用し、担い手への利用集積を図る必要があります。

農地の整備率

本県の農地の整備率は、令和元年
度までの１０年間で、水田は６％増（約
１００ha増）の５８％、畑地は４％増（約
５００ha増）の２７％、畑地かんがい施
設も４％増（約３００ha増）の３７％と
なっています。
しかしながら、中山間地域や離島

を多く含む本県では、依然として農
地の整備率は低い状況であり、今後
も農地の基盤整備を計画的に進めて
いく必要があります。

●水田の整備済み面積※５と整備率の推移

●畑地の区画整理及び畑かんの整備済み面積※６と整備率の推移

出典：耕地及び作付面積統計、県農村整備課調べ

※１ 耕地 農作物の栽培を目的とする土地。けい畔を含む。
※２ 経営耕地 農林業経営体が経営している耕地。
※３ 人・農地プラン 農業者が話合いに基づき、地域において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者や農地の利用など、地域における農業の将来

の在り方（将来像）を明確化したもの。
※４ 農地中間管理事業 農地中間管理機構（本県の場合、長崎県農業振興公社）が、農地を貸したい農家から農地を借り受け、経営規模拡大や農業経営の

効率化を進める担い手への農地の集積・集約化を推進する事業。
※５ 水田の整備済み面積 農村整備事業により１０ａ以上に区画整理された面積（再整備面積を除く）
※６ 畑地の区画整理及び畑かん整備済み面積 面積の大小に関わらず農村整備事業により整備された面積
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品目名 農業産出額（億円） 全国順位 品目名 農業産出額（億円） 全国順位

肉用牛 ２５９ ７ 洋ラン（鉢） １４ ８

みかん １２２ ６ びわ １２ １

いちご １１２ ４ かぼちゃ ７ ９

ばれいしょ ７１ ３ カーネーション（切り花） ６ ５

きく ３２ ５ さやえんどう（未成熟） ６ ９

葉たばこ ２９ ５ しょうが ５ １０

レタス ２８ ７ しらぬい（デコポン） ４ ６

ブロッコリー ２７ ７ にがうり ４ ６

にんじん ２５ ６ そらまめ（未成熟） ２ ７

だいこん ２４ １０ ガーベラ ２ ６

たまねぎ ２３ ４ 二条大麦 ２ ８

アスパラガス １８ ７

●主要農産品目の動向（平成３０年、全国順位１０位以内の品目）

出典：生産農業所得統計

農業生産

本県の農業産出額※１は、露地野菜や肉用牛において、規模拡大、単収・単価向上の取組が進展したことなどに
より、平成２１年から平成２９年まで全国で唯一８年連続で増加していましたが、平成３０年には、露地野菜の単価低
迷により、前年比１３３億円減の１，４９９億円となりました。
平成３０年の農業産出額を部門別に見ると、野菜が２９％、肉用牛が１７％、果実が１０％を占めています。
１０年前と比較すると、１０３億円の増加（７．４％、全国７．０％）となっており、中でも、肉用牛が６０億円（３０％）
の増と畜産部門が大きく伸びる一方、米は２８億円（１７％）の減少となっています。

本県の品目別産出額の全国順位は、びわが１位、ばれいしょが３位、いちご、たまねぎが４位、きく、葉たば
こが５位、みかん、にんじんが６位、肉用牛が７位など、全国上位１０位以内に入る品目が２３品目あります。

年次 農業
産出額

耕 種 畜 産
加工
農産物計 米 麦類 雑穀・

豆類 いも類 野菜 果実 花き 工芸
農作物

耕種
その他 計 肉用牛 乳用牛 豚 鶏 その他

畜産

Ｈ２０ １，３９６ ９２６ １６３ ４ ４ １０６ ３８６ １２６ ６４ ５２ ２２ ４６６ １９９ ５７ １２５ ８２ ３ ４

Ｈ２１ １，３７６ ９２２ １５５ ３ ３ １１２ ３８６ １２１ ６７ ５３ ２１ ４５１ １９３ ５９ １１３ ８２ ３ ３

Ｈ２２ １，３９９ ９６５ １２１ ３ ３ １３１ ４３３ １３５ ７７ ４４ ２０ ４２９ １７４ ５８ １１４ ７９ ４ ４

Ｈ２３ １，４２１ ９７０ １５１ ２ ２ １３１ ４３２ １２４ ７３ ３７ １９ ４４７ １８６ ５８ １１８ ８２ ４ ４

Ｈ２４ １，４２２ ９７７ １５９ １ ２ ９９ ４５５ １２１ ７７ ４４ １９ ４４１ １８１ ５７ １１８ ８１ ４ ４

Ｈ２５ １，４４４ ９６８ １４１ ２ ２ １０３ ４５１ １２９ ７９ ４３ １８ ４７２ １９７ ５７ １２４ ９０ ４ ４

Ｈ２６ １，４７７ ９７４ １１７ ２ ２ １１７ ４６６ １２５ ８１ ４５ １８ ４９９ ２０２ ５９ １３７ ９８ ４ ４

Ｈ２７ １，５５３ １，０５４ １２２ ２ ２ １３３ ５２０ １３０ ８４ ４１ １９ ４９５ １９８ ６３ １２２ １０８ ４ ４

Ｈ２８ １，５８２ １，０５３ １２７ ２ ２ １２９ ５１３ １３８ ８５ ３９ １９ ５２５ ２３４ ６１ １１８ １０８ ４ ４

Ｈ２９ １，６３２ １，０７５ １３１ ２ ２ １１４ ５２５ １５６ ８１ ４６ １８ ５５４ ２４１ ６４ １２３ １２１ ４ ４

Ｈ３０ １，４９９ ９３３ １３５ ２ １ ７９ ４３９ １４９ ７５ ３６ １６ ５６２ ２５９ ６２ １２０ １１９ ２ ４

Ｈ３０／Ｈ２０（％） １０７．４ １００．８ ８２．８ ５０．０ ２５．０ ７４．５ １１３．７ １１８．３ １１７．２ ６９．２ ７２．７ １２０．６ １３０．２ １０８．８ ９６．０ １４５．１ ６６．７ １００．０

●農業産出額の年次推移 単位：億円

出典：生産農業所得統計
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経営耕地面積
（総農家）

１戸当たり
経営耕地面積 農業産出額 生産農業所得

農業産出額に
占める

農業所得の割合

１０a当たり
農業産出額

１０a当たり
農業所得

ha ① ha／戸 億円 ② 億円 ③ （％） ③／② １，０００円／１０a ②／① １，０００円／戸 ③／①

２０１５センサス 順位 ２０１５センサス 順位 Ｈ３０ 順位 Ｈ３０ 順位 Ｈ３０ 順位 Ｈ３０ 順位 Ｈ３０ 順位

全 国 ３，４５１，４４３ － １．６０ － ９０，４８８ － ３４，８７３ － ３８．５ － ２６２ － １０１ －

九 州 ３８５，６６６ － １．２５ － １７，８５６ － ６，５４６ － ３６．７ － ４６３ － １７０ －

宮 崎 県 ４５，９８５ ２０ １．２０ ２１ ３，４２９ ５ １，０７９ ９ ３１．５ ４６ ７４６ １ ２３５ ６

三 重 県 ４２，５０４ ２４ ０．９９ ２２ １，１１３ ３０ ４４４ ２９ ３９．９ １７ ２６２ ３４ １０４ ３３

大 分 県 ３６，３３０ ２７ ０．９２ ２３ １，２５９ ２５ ５０３ ２４ ４０．０ １６ ３４７ ２３ １３８ ２２

長 崎 県 ３０，７５６ ３２ ０．９１ ２４ １，４９９ ２２ ５７０ ２２ ３８．０ ２６ ４８７ １４ １８５ １１

群 馬 県 ４５，２１０ ２１ ０．９０ ２５ ２，４５４ １４ ９１３ １５ ３７．２ ２９ ５４３ ９ ２０２ ９

鳥 取 県 ２４，６８３ ３７ ０．８９ ２６ ７４３ ３６ ２６５ ３８ ３５．７ ３５ ３０１ ３０ １０７ ３１

埼 玉 県 ５３，８１５ １６ ０．８４ ２７ １，７５８ ２０ ６８７ ２０ ３９．１ ２０ ３２７ ２６ １２８ ２４

●農業所得に係る各県との比較（１戸当たり経営耕地面積が本県と近い県との比較）

出典：農林業センサス、生産農業所得統計

農業経営

本県の認定農業者の平均農業所得
は５３０万円と、５年前（Ｈ２５：４５０万
円）と比較して増加しているものの、
全国主業農家※２の平均農業所得６６２
万円の８０％の水準に留まっています。

農業所得１，０００万円以上確保が可
能な経営規模※３に達した経営体数は、
平成２８年度の２７８経営体から、令和
元年度で４８９経営体と年々増加して
います。

本県の農業産出額は全国２２位です。
園芸、畜産の集約型農業が主力であ
り、販売単価等の向上により、１０ａ
当たり農業産出額は１４位、１０ａ当た
りの農業所得１１位と高水準を実現し
ています。
また、農業産出額に占める農業所

得の割合は、平成２５年の２７．５％から
平成３０年３８％と大幅に向上していますが、全国平均を下回っており、更なる農業所
得の向上を図るためには、多収化や高品質化、ブランド化による生産額の増加に加
え、生産コストの縮減に取り組む必要があります。

※１ 農業産出額 農畜産物の品目ごとの生産量（最終生産物のみ。中間生産物を控除。）に、品目ごとの農家庭先販売価格（消費税を含む。）を乗じて算出
した金額。

※２ 主業農家 農業所得が主（農家所得の５０％以上が農業所得）で、１年間に６０日以上自営農業に従事している６５歳未満の世帯員がいる農家。
※３ 農業所得１，０００万円以上が可能となる規模 雇用型経営や法人化に必要な所得水準である農業所得１，０００万円を確保することができる経営規模。水稲・

麦・大豆で３０ha、露地野菜で８ha、繁殖牛で８０頭など。

認定農業者の
平均所得
（長崎県）

①

主業農家の
平均農業所得
（全国）
②

①／②
本県の認定農業者【個別経営体】の所得階層別経営体数

４００万円
未満

４００～
５９９万円

６００～
９９９万円

１，０００万円
以上 計

５３０万円 ６６２万円 ８０％ ２，６３８ １，３８０ ９６７ ４１６ ５，４０１

●農業所得の比較（平成３０年）

出典：農業経営統計調査、県農業経営課調べ

H２８ H２９ H３０ R 元 R元－H２８

１，０００万円以上 ２７８ ３４７ ４１６ ４８９ ２１１

農業所得１，０００万円以上が可能な経営規模

農産：３０ha（水稲・麦・大豆）
野菜：露地８ha、施設０．５ha（いちご）
花き：切花７５ａ（きく）
茶：２０ha（協業）
肉用牛：繁殖８０頭、肥育３００頭（黒毛）
酪農：搾乳牛１２０頭
養豚：母豚２００頭 など

●農業所得１，０００万円以上確保が可能な経営規模に達した
経営体数の推移

（経営体数）

出典：県農業経営課調べ
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樹種別
森林面積
総数

218,249ha

スギ
28,955ha 
13%

人工林
92,028ha 
42%

ヒノキ
59,566ha
27% 

マツ
3,182ha
2% その他針葉樹

325ha
0% 

広葉樹
114,145ha 
52%

竹林
3,753ha
2% 

無立木地
8,323ha
4% 

H22 H27 R元
0

100

200

300

400

275

351 350

組合以外の
事業体

森林組合241 238 210

34
113 140

241 427 998 

2,322 

4,387

5,651

12,189

3,454

711 282 106 39
0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1～
5齢級

6齢級 7齢級 8齢級 9齢級 10齢級 11～
12齢級

13～
14齢級

15～
16齢級

17～
18齢級

19～
20齢級

21齢級
以上

（千㎥）

10齢級以上
22,432千㎥
（全体の73%）

●スギ・ヒノキの林齢ごとの材積（平成３０年）

出典：県林政課調べ

森林資源

本県の森林面積は２４２千 haであり、うち民有林が
２１８千 haと、森林面積の９０％を占めています。
民有林の人工林※１は４２％あり、うち８９千 ha（９６％）
がスギ、ヒノキです。特に、ヒノキの占める割合が多
いのが本県の特徴です。

戦後、拡大造林を進めたことから、スギ、ヒノキの
約７割が１０齢級（４６年生）以上となり、本格的な利用
期を迎えています。その蓄積量は２２，４３２千㎥となって
います。

林業専業作業員※２数は、令和元年度末現在３５０名と近年増加傾向で推移しています。しかしながら、６５歳以上
の作業員が１８％を占めることから、若い世代の作業員の確保が必要となっています。

●民有林における森林資源の構成比（平成３０年）

出典：県林政課調べ

●林業専業作業員の推移

出典：県林政課調べ

年代 １０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０～６４ ６５～ 計

人数 ３ ２６ ６７ ８０ ６９ ４２ ６３
（１８％） ３５０

●林業専業作業員年代別人数（令和元年度）

出典：県林政課調べ
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年次 林業産出額

部門別産出額

木材 薪炭 きのこ類 林野副産物※５ 輸出 ツバキ油
内しいたけ

Ｈ２３ ５９３ ７３ １ ４９４ ３１３ ０ １０ １５

Ｈ２４ ６１２ ８９ １ ５０６ ２９６ ０ １１ ５

Ｈ２５ ６１５ ７４ １ ５１６ ３０７ ０ １７ ７

Ｈ２６ ６５８ ９５ １ ５１５ ３０１ ０ ３５ １２

Ｈ２７ ７７３ １０１ ２ ６２８ ４２０ １ ２９ １２

Ｈ２８ ８０６ １０８ １ ６３０ ４１０ ２ ２４ ４１

Ｈ２９ ８０８ １２１ １ ６２１ ３８５ ６ ２６ ３３

Ｈ３０ ７５２ １１５ １ ５８１ ３４０ ５ ３４ １６

●林業産出額の年次推移
単位：千万円

出典：木材、薪炭、きのこ類、林野副産物：農林水産省統計、輸出・ツバキ油：県林政課調べ

年度
製材用 合板・集成材 チップ・オガコ等

その他 合計
県内 県外 海外 県内 県外 県内 県外

Ｈ２３ ７，１１９ ４２，００５ ３，０９４ ３，６７０ ４，７３０ １，５９９ ３，５１４ ２１９ ６５，９５０

Ｈ２４ １７，１８６ ３９，９６５ ７，００２ ６４９ ３，０９６ ２，６８３ ３，２３７ １，６０２ ７５，４２０

Ｈ２５ １９，６２０ ３６，３８２ ９，８９１ １，１６１ ３，５２９ １２，０１８ ４，６２４ １，６２２ ８８，８４７

Ｈ２６ １８，２４４ ３４，１７７ ２０，３３８ １３３ ４，１８１ １２，２２４ １，６０２ ３７３ ９１，２７２

Ｈ２７ ２３，０９６ ３１，３６９ １３，７０６ １，０４１ ５，５４０ ２１，２４０ １０，９７１ １，４８６ １０８，４４９

Ｈ２８ ２５，８８５ ４４，１１６ １２，０２６ ２，６５９ ６，４９４ ２２，１０２ １３，７３６ １，４９８ １２８，５１６

Ｈ２９ ２５，２７８ ４６，０１８ １４，２７５ ３，１９６ ６，５４２ ２７，９１２ １１，６８７ １，２３６ １３６，１４４

Ｈ３０ ２５，３４１ ５０，１８０ ２１，５７４ ２，８１７ ６，０１９ ２４，１４０ １３，１９０ ８２５ １４４，０８６

Ｒ元 ２５，１０８ ６４，０１０ １５，３４３ ２，２１５ ３，５７４ ４４，１０９ １２，７１１ ９２２ １６７，９９１

●スギ・ヒノキの木材生産量の推移
単位：㎥

出典：県林政課調べ

林業生産

本県の林業産出額※３は近年増加傾向にあります。特に木材の産出額の伸びは著しく、平
成２３年に比べ５８％増加しています。また、きのこ類の産出額も同様に１８％増加しています。
林業産出額のうち、きのこ類等の特用林産物※４が８割を占めています。特用林産物の生
産量の全国順位は、原木乾しいたけが８位、菌床生しいたけが６位となっています。

木材生産量は、製材用や燃料用チップなど木材需要の高まりから、順調に増加し、平成２３年度と比較すると、
約２．５倍となっています。

※１ 人工林 人為的に樹木を植栽して、森林にしたもの。
※２ 林業専業作業員 林業事業体に雇われて、主に年間１８０日以上林業施業に従事する者
※３ 林業産出額 国内の林業生産活動によって生み出される木材、栽培きのこ類、薪炭等の生産額の合計。
※４ 特用林産物 本来森林や原野から得られる産物のうち、一般木材以外の産物の総称。きのこ類、山菜類、樹脂類（うるし、木ろう、ツバキ油等）、木

炭等。
※５ 林野副産物 山林から採取されるきのこ等の天然の産物で、きのこ、樹皮、樹実（くり、くるみ等）、木ろうなどが含まれる。
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搬出間伐 伐捨間伐

その他
治山事業等

2,081

1,785

1,776

1,714

1,687

1,223

169 205

284
122

284 91

193
78

362 281

509 60

2,455

2,191

2,151

1,985

2,330

1,792

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

R元

H30

H29

H28

H27

H26

（単位：ha）

（単位：km）

338

306

282

296

346

227

0 50 100 150 200 250 300 350 400

R元

H30

H29

H28

H27

H26

間伐の実績

県内の人工林の７割が利用期を迎
えていることから、搬出間伐※１の面
積が増加傾向にあります。また、森
林保全のための森林整備を行い、未
整備森林の解消も図っています。

森林作業道等整備の実績

平成１９年度から「ながさき森林環
境税」※２を活用して作業道の開設を
推進しており、その延長は５ヵ年平
均で約３００㎞／年に及んでいます。

●間伐実績の推移

出典：県林政課調べ

●森林作業道等※３開設延長の推移
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各種イベントの開催

（戸）

農業用用排水路の保全

農地の保全

伝統的な祭り・文化・芸能の保存

集 落

総戸数が１０戸を下回る農山村集落では、農地や
農業用用排水路等の地域資源の保全、伝統的な祭
り等の保存や各種イベントの開催といった集落活
動の実施率が急激に低下する傾向が見られます。
農山村集落の機能が維持・発揮されなくなれば、

川下地域への災害の拡大など、県土全体への影響
が懸念されます。

Ｈ１７（２００５） Ｈ２２（２０１０） Ｈ２７（２０１５）

農業集落数
（集落戸数０戸の集落を除く） ２，９２６ ２，９２７ ２，９２７

うち集落戸数１戸～９戸
の農業集落数 ７２ ８３ １０１

●農業集落の推移

※農業集落は２０１５農林業センサス基準

出典：農林水産省 地域の農業を見て知って活かすDB

農業集落※４数は横ばいですが、集落機能が低下
するとされる１０戸未満の集落は年々増加していま
す。

兼業
農家等

うち
準主業
農家

32,893
30,844

27,182

7,043 6,041
4,307

H17 H22 H27

●兼業農家等（準主業農家、副業的農家、自給的農家）

出典：農林業センサス

農業集落の機能を維持するためには、認定農業
者など産業の担い手だけでなく、兼業農家等
（準主業農家※５、副業的農家※６、自給的農家※７）
も含めた地域の担い手を確保する必要があります。
兼業農家等も平成１７年の３２，８９３戸から平成２７年

には２７，１８２戸と１７％減少し、特に６５歳未満の従事
者がいる準主業農家は、平成１７年の７，０４３戸から
平成２７年には４，３０７戸と大幅な減少（３９％）となっ
ています。

※１ 搬出間伐 伐採した木や枝を林外に運び出し、利用するための間伐。利用間伐。
※２ ながさき森林環境税 平成１９年度から始まった森林保全のための長崎県独自課税。荒廃した森林の整備や県産木材の利用促進などに使われている。
※３ 森林作業道等 林道、林業専用道（大型トラックの走行できる規格）、森林道（小型トラックの走行できる規格）の合計。
※４ 農業集落 市区町村の区域の一部において農業上形成されている地域社会。もともと自然発生的な地域社会であって、家と家とが地縁的、血縁的に結

びつき、各種の集団や社会関係を形成してきた社会生活の基礎的な単位。
※５ 準主業農家 農外所得が主（農家所得の５０％未満が農業所得）で、１年間に６０日以上自営農業に従事している６５歳未満の世帯員がいる農家。「若い兼

業農家」であることから、地域の担い手となっていることが多い。
※６ 副業的農家 主業農家及び準主業農家以外の販売農家。
※７ 自給的農家 経営耕地面積が３０ａ未満かつ農産物販売金額が５０万円未満の農家。

●集落活動の実施率と総戸数の関係（Ｈ２７年）

出典：平成３０年度食料・農業・農村白書
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10年後も
取組継続
27.9%

10年後は一部荒廃
27.1%

現状で一部荒廃
38.8%

現状で取組
継続困難
6.3%

10年後には
取組継続が困難

72%

1.8%
0.5%

1.0%

3.0% 3.5%3.6%

1.0%
2.5%

4.7%

9.1%

4.9%

2.6%
3.9%

5.7%

11.7%

6.5%

3.3%

5.6%

7.6%

13.5%

8.6%

3.6%

8.5%
9.4%

17.8%

11.8%

4.3%

12.1% 12.5%
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H27 22
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H27 22
(予測)
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都市的
地域※3

平地農業
地域※4

中間農業
地域※5

山間農業
地域※6県全体

●本県における集落戸数１０戸未満かつ６５歳以上が５０％以上の集落割合の予測

出典：農林水産省 地域の農業を見て知って活かすDB、県農政課試算

本県における中山間地域等直接支払※１の集落協
定における取組意向を見ると、高齢化の進展、リー
ダーや後継者の不足などにより、１０年後の取組の
継続が困難とした集落協定が７割に上がっており、
中山間地域※２の農地の保全や集落機能を維持でき
ない集落の増加が懸念されます。

本県における集落戸数が１０戸未満かつ集落人口
に占める６５歳以上の割合が５０％以上となる集落数
は、特に山間農業地域及び中間農業地域で多く、
今後さらに増加すると見込まれています。
２０４０年（令和２２年）には、山間農業地域で２５％
を占めるなど、県全体でも１２％まで増加すると見
込まれます。
集落戸数の減少、高齢化の進展により、集落機

能が維持できない集落が増加する可能性が高まっ
ていることから、集落機能を維持できるよう、移
住・定住の促進、関係人口の拡大などの取組を進
める必要があります。

※１ 中山間地域等直接支払 農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め（協定）を締結し、
農業生産活動等を行う場合に、平地との生産費などのコスト差を補正し、面積に応じて一定額を交付する仕組み。

※２ 中山間地域 山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業生産に不利な地域。
※３ 都市的地域 ・可住地に占めるDID面積が５％以上で、人口密度５００人／㎢以上又はDID人口２万人以上の市町及び旧市町村。

・可住地に占める宅地等率が６０％以上で、人口密度５００人／㎢以上の市町及び旧市町村。ただし、林野率８０％以上のものは除く。
・DID（Densely Inhabited District、人口集中地区）とは、人口密度４，０００人／㎢以上の国勢調査基本単位区がいくつか隣接し、合わ
せて人口５，０００人以上を有する地区をいう。

※４ 平地農業地域 ・耕地率２０％以上かつ林野率５０％未満の市町及び旧市町村。ただし、傾斜２０分の１以上の田と傾斜８度以上の畑との合計面積の割合が
９０％以上のものを除く。
・耕地率２０％以上かつ林野率５０％以上で、傾斜２０分の１以上の田と傾斜８度以上の畑の合計面積の割合が１０％未満の市町及び旧市町村。

※５ 中間農業地域 ・耕地率が２０％未満で、都市的地域及び山間農業地域以外の市町及び旧市町村。
・耕地率が２０％以上で、都市的地域及び平地農業地域以外の市町及び旧市町村。

※６ 山間農業地域 ・林野率８０％以上かつ耕地率１０％未満の市町及び旧市町村。

●中山間地域等直接支払の集落協定における取組継続意向

出典：県農山村対策室調べ
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